
日本原燃株式会社 

資料番号 耐震機電 27 R2 

提出年月日 令和４年 11月 29日 

設工認に係る補足説明資料 

設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する補足 

【公開版】 

１． 文章中の下線部は，R1から R2への変更箇所を示す 

２． R2 の主な変更内容としては，11 月 18 日に提示した「耐震機電

00-01」に示す設計プロセスを踏まえた補足事項を反映したもの

である。

修正は，主に添付―１にて設計プロセスの内容ごとに，妥当性

を確認する際の確認方法を示したものである。
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1. 概要

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設 (以下「当社施設」という。)

に対する第１回設工認申請のうち，以下に示す添付書類における耐震評価上

の補足事項について示すものである。  

・再処理施設  添付書類「Ⅳ－１－２－２ 機器の耐震計算に関する基本

方針」 

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を用いて評

価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」  

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－４－２ 火災防護設備の耐震性に関する計

算書」 

第1回申請設備は，有限要素モデル等を用いて評価を行う機器及び標準支

持間隔法を用いている配管である。有限要素モデル等を用いて評価を行う機

器の耐震計算は，添付書類「Ⅳ－１－３－４  有限要素モデル等を用いて評

価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」に基づき実施しており，当該添

付書類において評価条件，計算式，許容限界等を示している。  

これら評価条件，計算式，許容限界等の耐震設計における耐震設計プロセ

スにおいては，評価の妥当性を確保するために，適切に設定しており，本資

料では，耐震設計プロセスごとの確認方法について示す。  

そのうち計算式は，添付書類「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を用い

て評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」JEAGの式の他，JEAGや材

料力学の式を組み合わせて設備形状に応じた式を設定している。  

また，評価条件，許容限界等は，原則として設備の種類や構造に応じて基

本方針に示す値を適用している。設備固有の事項により基本方針に比べて保

守的な設定とする場合等は，設備固有の設定である旨を耐震計算書に記載し

た上で，本補足説明資料で詳細について説明する。 

配管系のうち標準支持間隔法を用いている配管の耐震計算は，添付書類

「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」に基づき実施している。標準

支持間隔法を用いている配管系は設計方針であることから，当該設備に対す

る耐震計算上の補足事項については補足説明資料「耐震機電16  配管系の評

価手法(定ピッチスパン法)について」に示す。 

本資料では，計算式の設定に関する補足説明や設備固有の設定事項等，計

算式や耐震計算書に対する補足事項について示す。 

本資料で示す内容については，再処理施設及びMOX燃料加工施設に対して

適用するものとし，廃棄物管理施設については別途整理するものとする。 

また，本資料は第１回申請範囲を対象とした説明内容を示しており，後次

回申請範囲の機器配管系については当該申請時において記載を拡充してい

く。  
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2. 耐震設計プロセスの条件及び設備固有事項の設定について 

耐震設計プロセスの条件及び耐震計算書の記載に関する補足事項として，

基本方針に示している耐震設計プロセスごとの確認方法の設定に関する補足

説明，設備固有の設定事項の考え方を以下に示す。 

2.1 耐震設計プロセスの条件設定に関する補足説明について  

耐震設計プロセスの条件は，添付書類「Ⅳ－１－２－２ 機器の耐震計

算に関する基本方針」において設定している。 

これら，耐震設計プロセスに基づいた，耐震計算の条件とその適用元及

び計算式は，「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を用いて評価を行う機

器の耐震計算書作成の基本方針」において設定している。 

耐震設計プロセスの条件設定における当社の確認方法について，添付書

類「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計

算書作成の基本方針」の耐震設計プロセスの項目ごとに補足する。  

また，計算式のうち，回転機器の回転数等により生じるモーメントの算

出方法などの計算式に用いる技術的根拠についても補足する。  

有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明を添

付－１に示す。 

2.2 設備固有の設定事項について  

各設備の耐震評価においては，基本方針に考慮すべき荷重，減衰定数，許

容限界等を設定している。 

これら設備の耐震評価においては基本方針に基づき評価を行っている設備

の他，基本方針よりも保守的に評価条件を設定している設備がある。また，

基本方針の方針に基づき，試験等で許容限界を求め，その許容限界を耐震計

算書に示している設備がある。 

設備固有の設定事項について以下に示す。  

(1) 安全冷却水Ｂ冷却塔

耐震設計プロセスについて，安全冷却水Ｂ冷却塔を代表とし，有限要

素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震設計プロセスの条件設定の具

体的内容を示す。  

この際，減衰定数について，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の

基本方針」に記載の減衰定数よりも保守的な減衰定数を適用しているた

め，その適用性について補足する。  

詳細な設定内容及び妥当性を別紙-1 に示す。 

なお，火災感知器については，火災等による損傷の防止に用いる設備であ

るが，耐震性の確認における耐震設計プロセス及び設備固有の設定事項が電

気盤等と同様であることから，本項で合わせて示す。 

(2) 火災感知器(第 1 回申請範囲)

火災感知器を含む電気盤等の電気的機能維持評価について，添付書類

4



「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に基づき，実証試験等により

得られた電気的機能確認済加速度を用いて評価する。 

ここで，電気的機能維持は機能を確認する部品のサイズ，構造が多様

であり設備ごとの確認結果を用いていることから，電気的機能確認済加

速度を取得した試験内容について補足する。  

詳細な試験内容を別紙－2 に示す。 

以上 
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添付－１ 

 

有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の 

耐震計算に対する説明方法
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・耐震設計プロセスにおいて，設備の仕様表，構造図，耐震設計の基

本方針，鋼構造設計基準等の文献に基づいて，設計条件を設定して

おり，その妥当性について説明を行う。 

・本設備に適用する各計算式については，JEAG4601，機械工学便覧及

び鋼構造設計規準等に示されている計算式を基に設定しており，各

計算式に対する根拠について説明を行う。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

解析モデルの詳細設定について，以下のとおりモデル化を行ったものに対して妥当性確認を行

う。 
・解析モデルは，機器の構造により選定する。 
質量を重心位置に集中して評価できる機器は質点系モデルに置換し，構造が複雑で重量が

モデル全体に分布する機器は，有限要素モデルに置換する。 
・有限要素モデルの解析に当たっては，汎用解析コードを用いる。 
・解析コードの使用に当たっては，既設工認又は先行プラント実績の有無を確認し，実績が

無いプログラムを用いる場合は，汎用解析コードとのクロスチェック等により，検証を行
う。 

 

 
 
 

解析モデルの入力条件について，以下のとおり設定を行ったものに対して妥当性確認を行う。 
・寸法については仕様表，構造図等との照合により，部材の接合部や付加荷重が加わる箇所
に節点を設定し，実構造が模擬できていることの確認を行う。 

・寸法のうち，板厚については，腐食を考慮する部材は腐食後の板厚を設定することで安全
側に設定されていることの確認を行う。 

 

・拘束条件については，仕様表，構造図等との照合により，壁，床との取り合い条件として
ボルト固定又は溶接により，実機の拘束点ごとに拘束条件が設定されていることの確認を
行う。 

 
 
 

 
・温度については，流体を内包する評価部位は仕様表の最高使用温度を設定し，材料特性及
び許容限界は温度に応じて設定されていることの確認を行う。 

・温度条件のうち，流体を内包しない評価部位又は支持部を介して取り付く部位は，環境温
度条件を設定されていることの確認を行う。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・圧力については，仕様表により，評価対象機器ごとの最高使用圧力が解析モデルに適切に
設定されていることの確認を行う。 

 
・比重（または密度）については，構造図等により，内包流体が想定される最大位置まで内
包している状態を解析モデルに適切に設定されていることの確認を行う。 

 
・断面特性については，「2.2.1寸法」で妥当性を確認した寸法より，断面積，断面２次モー
メント，断面係数，有効せん断断面積を機械工学便覧等の材料力学の式に基づいて算定し

ており，その値が実構造の方向を考慮して解析モデルに適切に設定されていることの確認
を行う。 

 

・材料特性については，「2.2.3 温度」より，部材ごとの最高使用温度に対応したヤング率の
値が解析モデルに適切に設定されていることの確認を行う。 

・設定に当たっては，基本方針に定める温度ごとの値を線形補間して，設備ごとの材料特性

を設定する。 
・材料特性のうち，ポアソン比については，一般的な鋼構造材として，鋼構造設計基準に設
定されている鋼・鋳鋼・鍛鋼の値が解析モデルに適切に設定されていることの確認を行う。 

・ただし，再処理施設に用いる特殊材料については，鋼構造設計基準以外の文献に定める値
から非安全側とならない値を設定する。 

 

・質量については，構造図等との照合により，機器毎の値が解析モデルに適切に設定されて
いることの確認を行う。 

・質量のうち，自重については，内包流体が想定される最大位置まで内包している状態の自重 

 を設定されていることの確認を行う。 
・質量のうち，自重については，腐食を考慮する部材は腐食前の自重を設定することで安全側 
に設定されていることの確認を行う。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・設計用地震力について，構造図等により，評価対象の据付位置（複数の階層に跨る場合は
全てを包絡した据付位置）の確認を行う。 

・壁に据付けられる機器については，支持点が中間位置である機器については，上下階の大き 
い加速度を適用していることの確認を行う。 

・床応答加速度を算出するエレベーション間に存在する中間階の床に設置される機器は，上

下階の大きい加速度を適用していることの確認を行う。 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

13



Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・減衰定数について，設備の構造に応じた適切な値を設定していることの確認を行う。 
 
 

 
 
 

 
・荷重の組合せについて，設備の構造及び設置位置に応じて適切な値を設定していることの
確認を行う。 

 
 
 

 
 

・機械的荷重については，構造図等により，設備の振動に寄与する機器の出力に応じて適切

に設定されていることの確認を行う。 
 
 

 
・積雪荷重，風荷重については，構造図等により，設備の形状に応じた受圧面積に応じた値
が適切に設定されていることの確認を行う。 

 
 
 

 
 
 

・許容限界については，「2.2.3 温度」より，部材ごとの最高使用温度に対応した許容限界が
適切に設定されていることの確認を行う。 
 

・許容限界のうち，構造強度評価における許容限界の設定に当たっては，基本方針に定める
温度ごとの値を線形補間して，設備ごとに許容限界を設定する。 

 ・また，「2.2.3 温度」より，40℃未満の機器については，基本方針に記載する下限値である

40℃の値が許容限界として設定されていることの確認を行う。 
 
 

・許容限界のうち，機能維持評価における許容限界の設定に当たっては，設備の構造に応じ
て基本方針に定める機能確認済加速度の値が許容限界として設定されていることの確認を
行う。 

 ・また，基本方針の機能確認済加速度ではなく，試験等により得られた機能確認済加速度を設 
定している機器は，その試験方法が妥当性を確認されている事を確認の上，許容限界として 
設定されていることの確認を行う。 

 

14



Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 
 ・機能確認済加速度との比較ではなく，詳細評価により機能維持を確認する場合は，異常要因 

分析に基づき設定した機能維持に必要な部位について，評価を実施していることで妥当性 

確認を行う。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

・計算式の設定に当たり，第 1 回申請における計算式の設定方法は以下に示す 4 通りで
あり，文献等を参考に設定する②と④の計算式の一例について説明する。 

 

①JEAG4601の計算式をそのまま設定する計算式 
②JEAG4601の計算式を参考に設定する計算式 
③機械工学便覧に示されている材料力学の計算式をそのまま設定する計算式 

④機械工学便覧以外の材料力学の式を基に設定する計算式 
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原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 抜粋 

Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 【②JEAG4601の計算式を参考に設定する計算式】 

 

JEAGの式において使用している各応力は，運転時重量による圧縮応

力σｓ１，長手方向地震による曲げ，圧縮応力σｓ２及びせん断応力τｓ２

である。 

圧縮応力及び曲げ応力を合計した(σｓ１＋σｓ２)は軸方向応力の合計

である（σｔ＋σｂ）と同じであり，τｓ２はτと同じであることから，

圧縮応力と引張応力と荷重の作用方向に違いはあるが計算方法は同じ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )2 2
ｔ bσ σ＋σ ＋3τ=
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 【④機械工学便覧以外の材料力学の式を基に設定する計算式】 

 

左記の計算式は，材料力学の式を基に回転機器の回転数及び出力よ

り生じるモーメントを算出しているものである。 

計算式に用いる技術的根拠として，回転により生じるモーメントを

算出するには，回転機器の回転数に 2πを乗じ時間単位換算(60)で除し

て回転速度を算出し，回転機器の出力を除することによりモーメント

を算出している。 

Mp：ファン駆動部の回転により作用するモーメント 

MP＝（ 
60

2πN ）×106Pm 

ここで， N ：回転機器の回転数 

Pm ：回転機器の出力 
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資料№ 名称 提出日 Rev

別紙-1
耐震設計プロセスの条件設定における個別の説明事項について（安全冷却水Ｂ冷却
塔）

11/29 1 旧 別紙-6 (6)支持構造設備(FEM)の評価条件等の設定の考え方について

別紙-2 耐震設計プロセスの条件設定における個別の説明事項について
定式化された計算式を用いて評価を行う機器の評価条件等の設定の考え方について
後次回で示す範囲

耐震機電27　【設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する補足】

別紙
備考

19



令和４年11月29日 Ｒ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－１ 

 

耐震設計プロセスの条件設定における 

個別の説明事項について 

（安全冷却水Ｂ冷却塔） 

 

 

  

・本資料は，第１回設工認申請対象である安全冷却水 B 冷却

塔を代表とし，有限要素モデル等を用いて評価を行う機器

の耐震設計プロセスの条件設定の考え方を示す。 

・併せて，安全冷却水 B 冷却塔個別の説明事項について示す。 

・本分類における内容を含めた表紙や目次の構成について

は，本分類以外の分類に対する説明方法やヒアリング結果

等を踏まえて反映したものを最終版として次回提出する。 
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1. 概要 

耐震設計プロセスの条件設定の具体的内容について，安全冷却水 B 冷却塔（以下，「冷却塔」と

いう。）を代表とし，有限要素モデル等を用いて評価を行う機器に対する考え方を第 1.-1 表に示

す。 

  また，安全冷却水 B冷却塔の評価においては，屋外に設置されている機器及び構築物は補強等の

工事が容易ではないことから,従来から可能な範囲で設計余裕を見込んだ評価を行い，機器及び構

築物を設計することとしているため，添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」（以

下，「基本方針」という。）に示す減衰定数よりも保守的な値を設定し，評価を実施している。 

本資料は，冷却塔に用いる減衰定数の保守性について示すものである。 

 

2. 冷却塔の耐震評価に用いる減衰定数について 

  冷却塔の耐震設計プロセスの条件設定のうち，減衰定数については，設計に保守性を持たせた設

計として，個別機器に対する条件を設定している。本設定の考え方を第 1.-1 表 減衰定数につい

ての項目に示す。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1回申請における説明対象設備を以下に示す。 

・安全冷却水 B冷却塔（本体） 

・安全冷却水 B冷却塔に搭載される機器 

 （ファン，管束，ルーバ，遮熱板，伝熱管， 

火災感知器） 

 

第 1回申請では，有限要素モデルのうちはりモデル及

びはりモデルに置換した機器上に設置される機器の

質点系モデルについて示す。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

￥ 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

安全冷却水Ｂ冷却塔の本体及び搭載機器に対する解析モデルの詳細設定及び解析モデルの入
力条件について，以下の通り設定している。 
 

 
 
 

・本体の解析モデルは，主に柱，はり,管等の柱状の部材により構成する構造であるため，は
りモデルとして設定している。 

・搭載機器の解析モデルは，剛体の本体を支持構造物で支持する構造であることから，質点

系モデルに置換している。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

・本体及び搭載機器の寸法は，本資料の添付-1に示す方法により設定している。 
 
 

 
 
 

 
・本体の拘束条件は，基礎にボルトで固定される固定式の設備であり，固定部の拘束条件は
複数の柱で構成される構造であることから， として設定している。 

・搭載機器の拘束条件は，本体にボルトで固定される固定式の設備であり，固定部の拘束条
件は，変形方向に対して複数のボルトで固定されていることから，固定として設定してい
る。 

 
 
 

・本体の温度は，流体を内包する伝熱管は仕様表の最高使用温度を設定し，流体を内包しな
い支持架構，支持架構搭載機器の取付ボルト，基礎ボルトについては環境温度を設定して
いる。 

・搭載機器の温度は，流体を内包する伝熱管は仕様表の最高使用温度を設定している。 
また，流体を内包しない原動機等の取付ボルト，基礎ボルトは環境温度を設定している。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
・本体及び搭載機器の圧力は，本資料の添付-1に示す方法により設定している。 

 
 
 

 
 
・本体は流体を内包していないため，比重は設定しない。 

・搭載機器の比重は，流体を内包する設備を対象に設定するため。伝熱管は本資料の添付-1
に示す方法により設定している。 

 

 
 
・本体及び搭載機器の断面特性は，本資料の添付-1に示す方法により設定している。 

 
 
 

 
 
・本体及び搭載機器の材料特性は，本資料の添付-1に示す方法により設定している。 

 
 
 

 
 
・本体及び搭載機器の質量は，本資料の添付-1に示す方法により設定している。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
・本体の設計用地震力は，固有周期の算出結果により、評価対象の固有周期が剛構造ではな
いことから、据付レベル、減衰定数、方向（NS、EW、UD）に対応した床応答スペクトルを設

定している。 
 

・搭載機器の設計用地震力は，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき，

本体の床応答解析により得られた最大床応答加速度を設定している。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

・本体の減衰定数について，本体はボルト及びリベット構造であるが，設計に保守性を持た

せた設計として，ボルト及びリベット構造の 2％ではなく ％を設定している。
・搭載機器の減衰定数は，原動機等は溶接構造の ％，伝熱管は配管系の 0.5％を設定してい
る。

・本体の耐震評価に用いる減衰定数について
本体に用いる減衰定数については，第 1-1図に示すフローのとおり，設計に保守性を持た

せるため，減衰定数 %を設定している。設備の応答低減が必要となった場合には，減衰定
数を設備に応じた値に見直しを行い，再評価を実施することとしている。その際，基本方針
では「対象設備に応じた値の適用を基本とする」としており，その方針に基づくと冷却塔は

第 1-2 図に示す『ボルト及びリベット構造物』に該当するため，減衰定数 2%まで値の見直
しを行い設計することとする。

＜減衰定数 ％の保守性について＞ 
  第 1-3図に示すとおり，冷却塔の評価に用いる減衰定数 %と設備に応じた減衰定数 2%に
おける応答加速度を比較したところ，応答加速度の周期帯における変動や応答加速度の逆転

などの応答性状に差はなく， %の応答加速度が 2%を包絡していることを確認した上で，保
守的な ％を設定している。 

第 1-1図 冷却塔の減衰定数設定フロー 

本体の減衰定数 

設計上の保守性の 

考慮が可能か 
 

設計上の保守性を考慮した減

衰の設定 

減衰定数 % 

Yes 

No 

設備に応じた減衰の適用 

減衰定数 2%＊ 

＊ボルト及びリベット構造物：2% 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
第 1-2図 基本方針（抜粋） 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 
 

第 2-1図 減衰定数 %と 2%の応答性状の比較 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 
・本体及び搭載機器における荷重の組合せは，本資料の添付-1に示す方法により設定してい
る。 

 
 
 

 
 

・本体に対する機械的荷重の設定はない。 

・搭載機器の機械的荷重は，回転機器である原動機等の回転体の出力に応じた振動・モーメ
ントによる荷重を設定している。 

 

 
 
 

 
・本体及び搭載機器の積雪荷重，風荷重は，屋外に配置される設備であるため，積雪荷重及
び風荷重を設定している。 

 
 
 

 
 
 

 
 
・本体及び搭載機器の構造強度評価における許容限界については，本資料の添付-1に示す方

法により設定している。  
 
 

 
 
 

 
 
・搭載機器の機能維持評価における許容限界は，本資料の添付-1に示す方法により設定して

いる。なお，本体は構造強度評価を行っており，機能維持評価は対象外である。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・本体に搭載される機器のうち，基本方針の機能確認済加速度との比較ではなく，詳細評価
により機能維持を確認する原動機等は，異常要因分析に基づき機能維持に必要な部位に対

する許容限界を設定している。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

・電気的機能維持評価における火災防護設備の許容限界である機能確認済加速度は，メーカ

等において確認している加振試験に基づく値を用いている。 
 
機能維持評価に用いた機能確認済加速度を取得した加振試験の概要（加振方法，入力波，

加振振動数等）と機能確認済加速度を取得した加振試験の体系を踏まえた設定方法につい
て次頁以降に示す。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 
機能維持評価に用いる機能維持評価用加速度は，機能維持評価を要する器具を取り付ける支

持構造物（ポール，スタンション等）の構造と，加振試験の体系を踏まえ，以下の表 3-1の考え

方に基づき設定する。 
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Ⅳ-1-3-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針 設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・計算式については，本資料の添付-1に示す通り設定しており，本体及び搭載機器に特化し

た設定は無いため，以降の説明は割愛する。 
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